
 
第３回「（仮称）宇都宮市中小企業振興プラン」策定懇談会 次第 

 
 

日 時：平成３１年２月２５日（月） 
１５：００～１６：３０ 

場 所：７Ａ会議室 
 
 
 
 
１ 開 会 

 

２ 議 事 

「（仮称）宇都宮市中小企業振興プラン」（素案）のパブリックコメント結果について 

・・・・・・・・・・・・・・・【資料１】【資料２】 

 
３ そ の 他 

 
４ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「（仮称）宇都宮市中小企業振興プラン」策定懇談会 委員名簿 

 

 

 

 氏名 所属団体 所属・役職等 

委員長 安西 克巳 
作新学院大学 

栃木県信用保証協会 

客員教授 博士（経営学）

保証部 部長 

副委員長 池田 浩之 ㈱あしぎん総合研究所 経営サポート部 本部長 

委員 阿久津 隆 栃木県中小企業団体中央会 事務局長 

委員 木本 睦子 栃木労働局 雇用環境・均等室 室長 

委員 齋藤 高藏 宇都宮市商店街連盟 会長 

委員 鈴木 毅 宇都宮商工会議所 経営支援部 部長 

委員 中荒井 博 うつのみや市商工会 事務局長 

委員 橋本 一朗 宇都宮機械工業会 会長 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ プラン策定の趣旨 
少子高齢化の進展や経済のグローバル化，ＩＣＴの進展など，社会経済状況が大きく変わる中，本市産業を支えている中小企業の振興を推進することが

市の産業の活性化を図る上での重要な課題と捉え，平成２９年度改定の「うつのみや産業振興ビジョン」の柱の一つとして位置付けたところであり，ビジ

ョンに掲げた施策の具現化に向け，本市における中小企業振興の基本理念や具体的な取組等を明確化することで，市，中小企業，支援団体等が一体となっ

て中小企業振興の施策を総合的・計画的に推進するため策定するもの 

２ プランの位置付け 
本市の産業振興を図るための指針である「うつのみや産業振興ビジョン」の施策の具現化に向け，工業，商業 

・サービス業を基本的な対象分野としつつ，農業，観光分野とも連携を図り，中小企業の振興を推進するもの 
３ 計画期間 

２０１９（平成３１）年度から２０２２年度（「第６次総合計画」及び「産業振興ビジョン」の中間見直しまで 

の４年間） 

１ 中小企業数，従業者数の状況 
・ 本市の全企業における中小企業の割合

は，９９．６％（うち，小規模企業８３．

７％） 

・ 従業者規模別の事業所における従業者数

をみると，従業者数３００人以下の事業所

に従業者の８７．２％が就労 

・ 本市の事業所数は平成２１年から平成２

８年にかけて７．７％減少（全国では９．

３％減少） 

・ 事業所全体の半数超を占める従業員数４

人以下の事業所の減少が多い。 

１ 社会動向 
（１）経済社会潮流 

＜少子・高齢化，グローバル化，情報化の進展＞ 

・ 人口構造は，年少人口と生産年齢人口の割合が減少し，高齢者

人口割合が増加 

・ 東南アジア・アフリカ諸国の経済成長が顕著であり，日本企業

の海外現地法人数と海外売上比率が増加傾向 

・ ＩｏＴ，ＡＩ，ロボット等の「第４次産業革命」の技術革新を

取り入れた「Society.5.0」の実現に向け，産業構造が大きく変革

・ 大企業と中小企業の情報格差は未だ大きい現状 

＜雇用環境の変化＞ 

・ 経済の緩やかな回復基調を背景に，雇用環境は改善しているが，

中小企業の人手不足が深刻化 

・ ６０代の男性と６０代前半の女性の過半数が就業 

・ 平成２９年度の民間企業の雇用障害者数は約５０万人，外国人

労働者数は約１２８万人でともに過去最高 

（２）企業の動向 

＜企業数の変化，企業経営者の後継者問題＞ 

・ 平成２１年から平成２６年にかけて３９万の企業が減少（特に

小規模企業の廃業が影響） 

・ ２０２０年頃に団塊世代の経営者が大量に引退時期を迎えるこ

とから，後継者問題は喫緊の課題 

＜企業の売上高，労働生産性，設備投資の動向＞ 

・ 小規模企業の売上高は，中規模企業よりも低い水準で引き続き

横ばい傾向 

・ 中小企業の労働生産性は横ばいで推移し，大企業との格差拡大 

・ 中規模企業の設備投資額が伸びている一方で，小規模企業は減

少傾向 

＜企業の資金繰りの動向＞ 

・ 中小企業の資金繰りは，リーマンショック後改善傾向で推移 

第２章 本市の中小企業を取り巻く環境 （３）国・県の動向 

・ 小規模企業を中心とした中小企業施策の再構築 

(平成２５年中小企業基本法改正，平成２６年小規模企業振興基本法制定) 
・ 平成２７年「栃木県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」制定 

２ 市内経済の現状 
（１）本市の特徴 
＜年齢別・男女別人口，人口移動＞ 

・ ２０～４９歳の男女人口は，男性が約１万人超過 

・ ２０歳代の対東京圏の人口移動増減は，転出者数が転入者数を上回る転出超過，

特に女性の転出者が多い。 

＜交通・都市環境，教育機関・産業支援機関＞ 

・ 首都圏に近接し，道路・鉄道ともに交通アクセスが良好 

・ 各種大学や産業技術の教育機関と，産業振興センターなど支援機関の存在 

＜雇用情勢＞ 

・ 全国的に有効求人倍率が１．０を上回る売り手市場であり，宇都宮管内は全国値

を上回る状況 
・ 栃木県内の職業別有効求人倍率は，建設，福祉，サービスなどの職業において高

い値となっているが，事務的職業の有効求人倍率は１．０未満 
＜開業率・廃業率＞ 

・ 本市の開業率は６．６％，廃業率は６．４％（開業率は全国平均７．４％以下）

（２）産業構造 

・ 企業数・従業者数ともに卸売業，小売業をはじめとする三次産業が多くを占める。

・ 生産額は製造業が３９．７％と最も多い。 

（３）各産業の現状 

・ 工業…製造品出荷額等が中核市で６位（食糧品，飲料・たばこ・飼料等の生活関

連型に強み）しかし，製造品出荷額等で清原工業団地などの誘致企業が占

める割合は約８０％と大きい。 

・ 商業…県内の商業活動の中心（県全体の買い物先の３６％を占める） 

     しかし，中心商業地が占める小売販売額等の割合は低下傾向 

・ 宮染め，黄鮒等の伝統工芸品や，大谷石，日本酒等地域に根付いた産業の存在 

・ 観光入込客数，インバウンド（外国人宿泊者数）の増加  

・ 餃子やスポーツイベントなど豊富な観光資源や，多様な農産物の存在 

課題１ 経営力強化・生産性向上への対応  
・ 生産性の向上や製品の高付加価値化を図るため，積極的な設備投資や新たな技術活用を促進する必 

要がある。 

・ 特に非製造業のＩＣＴの積極的な活用を促進する必要がある。 

・ 市内企業が地域内にとどまらず，大都市圏など全国，さらには海外への販路の拡大を促進する必要 

がある。 

・ 地域経済の循環を図るため，中核企業による市内中小企業間の取引や市内中小企業の製品等の積極 

的な利用を促進する必要がある。 

・ 中小企業が企業価値を高め，地域で事業を継続していくため，企業のまちづくり貢献活動や地域に 

おける社会課題の解決に向けた取組を促進する必要がある。  
課題２ 安定した経営環境の整備への対応  
・ 資本規模の小さい中小企業が持続的に発展していくため，経営の安定や設備の高度化などに必要な 

資金の円滑な調達を支援する必要がある。 

・ 企業の規模に応じたきめ細やかな支援が行えるよう支援機関等との連携を強化する必要がある。 

・ 廃業や地域に根付く技術の衰退を防ぐため，円滑な事業承継・技術承継を促進する必要がある。 
 

課題３ 企業の立地・定着や新規開業，新事業創出への対応  
・ 地域経済の活性化を図るため，域外からの企業立地や既立地企業の定着を積極的に促進する必要が 

ある。 

・ 女性のさらなる雇用増加を図るためには，事務職系の働く場の増加が必要である。 

・ 全国平均と比較して開業率が低いことから，新規開業を促進する必要がある。 

・ 健康・保健福祉分野や農業分野等における，地域製造業のものづくり技術のノウハウの活用など， 

 産業分野の垣根を越えた新事業の創出を促進する必要がある。 

・ 地域資源を活用した特徴的な商品やサービスの創出を促進する必要がある。 
 

課題４ 魅力ある商業の振興への対応  
・ 小売業の商品販売額に中心商業地が占める割合が低下しているため，中心商業地の出店促進や，売 

上向上に資する取組を支援する必要がある。 

・ 郊外型大型店舗の進出，インターネットなどによる店舗・商品のＰＲや購買機会の多様化に対応す 

るため，地域特性に応じた集客や，ＩＣＴの活用などの情報発信を強化する必要がある。 

・ 時代の移り変わりに伴う消費者ニーズの変化を把握する取組を支援する必要がある。 
 

課題５ 人材の確保と育成への対応  
・ 企業における労働力の確保は重要であることから，若者以外にも現在離職をしている女性や高齢者，

障がい者，外国人など，多様な人材が活躍できるよう，働きやすい環境の整備を促進する必要がある。

・ 市内企業が若い人材を確保しやすくするため，地元就職やＵＪＩターン就職を促進する必要がある。

・ 特に２０歳代の女性の東京圏への転出が多いことから，若年女性の雇用の確保に取り組む必要があ 

る。 

・ 市内企業の雇用を確保するためには，学生等に市内企業を知ってもらうとともに，魅力を理解して 

もらう必要がある。 

・ 中小企業の更なる発展のためには，中核となる人材の育成が課題となっていることから，支援機関 

と連携して従業員の資質向上を促進する必要がある。 

第５章 本市中小企業振興上の課題 

第３章 本市の中小企業の現状

２ アンケート調査・企業ヒアリング調査結果 
 
生産性に対する認識 ・ 非製造業において過半数の企業(６０．６％）が「自社の生産性が低い」と認識

・ 自社の生産性が高いと回答した小規模企業は，「スピード感がある」と認識して

いる割合が高い。 

顧客・販路開拓等の状況 ・ 新たな顧客開拓・販路開拓に意欲的な企業が，製造業（３４．８％），非製造業

（５７．２％）ともに多い。 

設備投資等の状況 ・ 約３割の企業が現状維持。設備投資に消極的な企業が多い。 

ＩＣＴの活用状況 ・ 約５割の企業がＩＣＴを利用せず。特に商業・サービス業に遅れ 

事業承継の現状 ・ 後継者未定の企業が過半数（５５．７％）を超える。 

消費者ニーズの把握 ・ 相対的にマーケティング活動への関心が低く，売上が「横ばい」「減少」してい

る企業ほど，活動をしていない割合が高い。 

人材確保の状況 ・ 今後２～３年のうちに正社員を増やす意向の企業が４９．２％ 

・ 求める人材は「一定のキャリアを積んだミドル人材」が最も多い。 
・ 「進学で地元を離れた若者に地元の中小企業はあまり知られていない」といっ
た声が聞かれる。 

（仮称）宇都宮市中小企業振興プラン（素案）【概要版】

第１章 プランの策定にあたって 第４章 プランの基本理念 

● 中小企業振興の基本的な考え方 

① 中小企業が担う役割の重要性を踏まえた中小企業振興の推進 

② 中小企業の自主的な努力による「稼ぐ力」の向上        

③ 地域資源を活用した「創造力」の強化 

④ 中小企業と関係のある者の相互連携・協働 

⑤ 中小企業が供給する製品等の積極的な利用 

⑥ 小規模企業の特徴の活用，事業の持続的な発展 

自らの成長を目指す中小企業と地域とのつながりにより， 

未来に向かって持続的に発展する都市の実現 

～「がんばる中小企業」応援都市・うつのみや～ 
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基本施策 

魅力ある商業の振興 Ⅳ 

産業集積や新たな事業展開の促進 Ⅲ

安定した経営環境の整備 

 

 

Ⅱ

経営力強化・生産性向上の促進 

 

Ⅰ

  地域特性に応じた   *☆ 

集客や情報発信の促進 

  魅力ある       *☆ 

中心商業地の創出 

  地域資源の活用促進    * 

  新規開業や       * 

  新事業創出の促進 

  産業集積の促進 

  事業承継・        * 

   技術承継の促進  

  支援機関による経営支援 

    *☆ 

  経営資金調達の支援   * 

  先進的企業経営の促進 

  販路拡大の促進     * 

  ＩＣＴ利活用の促進  *☆ 

施策

  高度技術活用・     * 

開発の促進 

  マーケティング力の  *☆ 

強化

・ＩＣＴを活用したマーケティングの促進（戦略③） 

・商店街の販売促進に向けたマーケティングへの支援

・地域特性を活かした商店街の活性化 

・観光客や外国人受入体制の整備 

・中心商業地の出店促進 

・中心商業地の賑わい創出 

・地場産品や観光資源の活用促進 

・農商工連携の推進（戦略②） 

・まちづくりに合わせた新たなビジネス展開の促進（戦略②）

・起業家の創出，育成，支援（戦略①） 

・新事業創出の促進（戦略②） 

・企業立地・定着の促進 

・新産業団地の開発（戦略②） 

・オフィス立地，本社機能移転の促進（戦略④） 

・事業承継の促進（戦略①） 

・技術・技能承継の促進 

・支援機関による経営相談，経営支援 

・経営資金調達の円滑化支援 

・企業間や企業と地域社会との連携促進（戦略②） 

・環境マネジメントシステムの促進 

・健康経営の促進 

基本事業

・設備高度化の促進 

・知的所有権の取得促進 

・技術開発の支援 

・中小企業のＩＣＴ利活用促進（戦略③） 

・国内外への販路開拓支援 

第６章 中小企業振興に向けた施策展開 

１ 基本施策と事業 *…主に中小企業を対象とする施策  ☆…*のうち特に小規模企業の支援を強化する施策 

２ 戦略事業 

本プランの施策を効果的・効率的に進めるため，「上位計画の中核として位置づけられている」「プランに

おける連動性が高い」「理念の達成に向けて誘導性が高い」といった観点から，優先的・重点的に取り組む事

業を選定し，それらの事業で構成されるものを「戦略事業」として４つ設定した。 

第 7 章 プランの推進体制 

・ 各主体（市，中小企業，中小企業支援団体，金融機関，大企業，教育機関等，市民）が，それぞれの役割

を果たしながら，地域全体で連携・協力して取り組んでいく。 

・ 「（仮称）宇都宮市中小企業振興推進委員会」（全庁横断的な組織）を開催し，前年度の進捗状況を検証し，

その結果を，中小企業や中小企業支援団体，金融機関等で構成される庁外組織に報告するとともに，プラン

進行上の課題等について庁外組織委員から意見を聴取し，次年度の取組に反映させる。 

・ 全ての中小企業が，経営力強化や生産性向上等による成長・発展に対する意識を高めていくため，各種施

策・事業を着実に推進できるよう，きめ細かな手法を用いて意識啓発を図っていく。 

事業概要 

  人材育成の支援     * 

  若者の市内就職の    * 
促進による雇用支援 

  多様な人材の就職支援  * 

  働きやすい 

労働環境づくりの推進 

・中小企業の人材育成支援（戦略①，③） 

・企業認識・理解の促進（戦略④） 

・市内企業への就職促進（戦略④） 

・就職支援・マッチングの推進（戦略④） 

・高齢者の就労促進 

・障がい者雇用に向けた理解促進 

・雇用・労働条件等の理解促進 

・労働環境向上の推進（戦略④） 

・女性活躍の推進（戦略④） 

・外国人雇用の理解促進 

・従業員の健康づくりの推進 

人材の確保・育成支援 Ⅴ 

 指標 現状値 目標値 

活
動 

事業承継に関する相談
件数（累計） 

３９件 
（H２９） 

３０９件 
（H３４） 

成
果 

従業員規模４人以下の
事業所数の減少率 
（国の減少率と比較） 

８％（H21→H28） 
（国の減少率

10％） 

H28→H33 の減少率が 
国の減少率を下回る 

 指標 現状値 目標値 

活
動 

高度化設備設置補助制度
を活用した件数 （累計） 

４２社 
（H２９） 

２２７社 
（H３４） 

成
果 

従業員規模４～２９９人
の事業所（製造業）にお
ける従業員１人当たりの
付加価値額 

１，２７２万円 
（H２９） 

１，３５１万円
（H３４） 

 指標 現状値 目標値 

活
動 

企業立地・企業定着促進拡大
再投資補助制度を活用した
中小企業の件数（累計） 

１社 
（H２９） 

１６社 
（H３４） 

成
果 

従業員規模４～２９９人の
事業所（製造業）における製
造品出荷額 

561,782 百万円 
（H２９） 

613,551 百万円
（H３４） 

 
 指標 現状値 目標値 

活
動 

起業家セミナー参加者数 
２１８人/年 
（H２９） 

２５０人/年 
（H３４） 

成
果 

市内における創業者数 
１０２人/年 
（H２９） 

１４７人/年 
（H３４）  

 指標 現状値 目標値 

活
動 

魅力ある商店街等支援事業
補助制度を活用した商店街
による販売促進等の事業数
（累計） 

６５事業 
（H２９） 

４０５事業 
（H３４） 

成
果 

魅力ある商店街等支援事業
補助制度（販売促進事業）の
活用により集客数が増加し
ていると感じている商店街
の割合 

５２．６％ 
（H２８） 

７９．０％ 
（H３４） 

 指標 現状値 目標値 

活
動 

市主催就職支援事業へ
の参加者数 

２００人/年 
（H２９） 

２４０人/年 
（H３４） 

成
果 

１５歳以上人口に占め
る就業者数 

２４２，００２人 
（H２７） 

２４３，０５５人
（H３４） 

 

主な取組

・第三者事業承継の促

進（新規） 

・事業承継セミナーの

実施（拡充） 

・企業における事業承

継ニーズの掘り起し

（拡充） 

 

・地域中核企業創出支

援（新規） 

・地域資源を活用した

新事業の創出（新規）

・新産業団地の開発推

進（新規） 

・オープンデータ利活
用による地域情報化
の推進（新規） 

・ＩＣＴ利活用促進セ
ミナー実施（拡充） 

・小規模企業のＩＣＴ
利活用への助成（拡
充） 

・高校生を対象とした
将来の市内就職の促
進（新規） 

・大学生を対象とした
女性活躍推進の啓発
（新規） 

・就職マッチング事業
（女性再就職等）の 
実施（拡充） 

後継者不在などによる廃業は，本市経済の根

幹にかかわる重要な問題であり，経営者が高齢

にもかかわらず，未だ「後継者が決まっていな

い」企業も多く存在することから，小規模企業

を中心に早期・計画的な事業承継の準備を促す

とともに，第三事業承継を促進するなど，円滑

な事業承継を支援することにより，次世代を担

う経営者に事業をつなぎ，企業の成長や持続的

発展を図る。 

地域経済の活性化のためには，市内企業間の

積極的な取引・交流の推進や市内企業同士の産

業分野を超えた新たな事業展開など，地域内の

連携や経済の循環を強固にすることが重要とな

ってくることから，大企業だけでなく地域の中

核を担う中小企業を支援し，市内企業同士の取

引を活発化するとともに，農商工連携などによ

る新たな商品・サービスの開発やＪＲ宇都宮駅

東口地区整備，ＬＲＴ整備等のまちづくりに合

わせた新たなビジネス展開等を促進するほか，

地域経済を支える企業を誘致するための新産業

団地の開発を推進することにより，地域経済の

好循環を図る。 

中小企業においてＩＣＴは，経営力強化・生

産性向上を図るために不可欠とされているが，

ＩＣＴ導入の必要性の理解が十分でないことや

資金・人材の不足などから利活用できていない

企業も多いことから，業務の効率化やマーケテ

ィング等におけるＩＣＴの有効性の理解促進を

図るとともに，ＩＣＴ人材の育成や，小規模企

業のＩＣＴ導入の取組を支援することにより，

企業の競争力アップを図る。 

本市においては，若年層の東京圏への転出，

特に若年女性の転出が多いことや，地元の中

小企業に対する若者の認知度が低く，求人に

苦慮している現状などから，若年女性をはじ

めとした女性の雇用の受け皿となるオフィス

企業の立地促進を図るとともに，女性の再就

職支援や，高校生・大学生を対象とした市内

企業の魅力発信などに取り組むことにより，

女性や若者などの就労を促進し，企業の活力

向上を図る。 

③ 企業の競争力アップに 

つながるＩＣＴの利活用促進 

戦略事業

ＩＣＴ利活用セミナーの参加者数（累計） 

現状値 目標値 

２９人 
（Ｈ３０．１０月） 

２００人 
（Ｈ３４） 

＜活動指標＞ 

① 次世代発展につながる 

事業承継の促進 

 

事業承継に関する相談件数（累計） 

現状値 目標値 

３９件（Ｈ２９） ３０９件（Ｈ３４） 

 

＜活動指標＞ 

② 地域経済好循環につながる 

企業間・産業分野間の連携強化 

 

地域中核企業の認定件数 

現状値 目標値 

０社（Ｈ３０） １５社（Ｈ３４） 

＜活動指標＞ 

④ 企業の活力向上につながる 

女性や若者などの雇用創出・ 

就労の促進 

 

 

 

高校生を対象とした将来の市内就職促進事
業の参加者数（累計） 

現状値 目標値 

０人 
（H３０） 

１２，０００人 
（H３４） 

 
就職マッチング事業（女性再就職）の 
参加者数（累計） 

現状値 目標値 

２７人（H２９） １７７人（H３４） 
 
 

＜活動指標＞

＜施策指標＞ 

＜施策指標＞ 

＜施策指標＞ 

＜施策指標＞ 

＜施策指標＞ 
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「（仮称）宇都宮市中小企業振興プラン」素案に関するパブリックコメントについて 

 
１ パブリックコメントの実施状況 

  意見の募集期間 
    平成３１年１月１１日（金）～平成３１年２月８日（金） 
 
  意見の応募者数・件数 
  意見の応募者数 ７名（男性６名・女性１名） 
  意見数     ８件 
 
  提出方法の内訳 

   郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 計 

人数  ５  ２ ７ 
 
２ 意見の処理状況 

区分 処理区分 件数 

Ａ 意見の趣旨等を反映し，計画に盛り込むもの  
Ｂ 意見の趣旨等は，計画に盛り込み済と考えるもの ６ 
Ｃ 計画の参考とするもの ２ 
Ｄ 計画に盛り込まないもの  
Ｅ その他，要望・意見等  

計 ８ 
 

№ 意見の概要 区分 意見の対する市の考え方 

１ 【人材育成について】 
本市中小企業振興上の課題にお

いて，「中小企業のさらなる発展の

ためには，中核となる人材の育成

が課題となっていることから，支

援機関と連携して従業員の資質向

上を促進する必要がある」として

いるが，資質向上を図るのは，ま

ず経営陣や後継者等であり，次に

従業員と考えるので，検討いただ

きたい。 

Ｂ  中小企業の成長発展のためには，従

業者の育成だけでなく，ご指摘のとお

り，経営者への支援は必要不可欠であ

ると課題認識しており，基本施策２「安

定した経営環境の整備」の基本事業で

ある「支援機関による経営相談，経営

支援」や「事業承継の促進」において，

経営者の経営力の強化や後継者の育成

支援に取り組んでまいります。 
 
 
 
 

資料２ 
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№ 意見の概要 区分 意見の対する市の考え方 

２ 【外国人受入体制について】 
市の商業振興施策の中で，外国

人受入体制の整備が遅れている感

がある。 
例えば，外国人観光客が個店で

買い物をする際の免税の対応や手

続きなど，小さい店ではわからな

いことがある。それらの対応につ

いて，行政から情報提供や何らか

の支援があると，受入体制の整備

が広がっていくと思う。 

Ｂ  外国人の受入体制につきましては，

基本施策４「魅力ある商業の振興」の

基本事業である「観光客や外国人受入

体制の整備」において，現在実施して

いる多言語表記の案内板等の整備のほ

か，基本事業「ＩＣＴを活用したマー

ケティングの促進」において，買い物

客の利便性向上や業務の効率化を図る

ためのキャッシュレス決済の導入を支

援するなど，今後，増える見込みの外

国人観光客の受け入れに向けた小売業

やサービス業の各店舗の取組を支援し

てまいります。 
３ 【ＩＣＴの利活用の促進について】  

 １０月からの消費税増税で，国

がポイント還元の政策を示して

いるが，キャッシュレス決済の

導入のメリット等がまだわから

ない。カード決済やＱＲコード決

済のメリットや手続きの仕方等に

ついて，わかりやすく教えてもら

う機会があるとよい。 

Ｂ  中小企業のＩＣＴの利活用について

は，生産性向上や経営力強化を図るた

めには必要不可欠であると考えてお

り，戦略事業「企業の競争力アップに

つながるＩＣＴの利活用促進」に位置

づけたところです。 
 小売業やサービス業等におけるキャ

ッシュレス決済の導入支援につきまし

ては，消費税増税に係るポイント還元

等の国の動きに合わせて，情報提供や

個店向けのセミナーを実施するなど，

各店舗が取り組みやすい環境の整備に

努めてまいります。 
４ 【魅力ある商業地の創出について】  

商店街に小売店が少なくなっ

ているため，昼間営業している

店が減ってきている。中心商業

地の出店促進にあたっては，飲

食店ではない店の補助率を上げ

るなどして，昼間営業している

店をもっと増やした方がよい。 

Ｂ  「魅力ある中心商業地の創出」のた

めには，ご指摘のとおり，中心商業地

の昼間の集客を増やし，恒常的に賑わ

いのある商店街を目指すことが重要で

あると考えており，基本施策４「魅力

ある商業の振興」の基本事業である「中

心商業地の出店促進」において，商工

会議所などと連携を図りながら，昼間

の集客増加につながるような業種・業

態の店舗の出店促進に取り組んでまい

ります。 
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№ 意見の概要 区分 意見の対する市の考え方 

５ 【事業承継について】 
経営者の高齢化や後継者不在に

よる廃業は，個別企業だけの問題

にとどまらず地域全体の問題にな

っている。市の担当者による経営

者への働きかけも必要であるし，

市が中心となり，地域の商工団体

や金融機関への働きかけを強化

し，地域として経営者の意識改革

を行うとともに後継者の育成を進

める必要がある。 

Ｂ  円滑な事業承継の促進は，本市経

済の根幹にかかわる重要な問題であ

ることから，戦略事業「次世代発展

につながる事業承継の促進」に位置

づけ，本市はもとより，商工会議所・

商工会や事業引継ぎ支援センター等

の支援機関や金融機関など，地域全

体で取り組んでまいりたいと考えて

おります。 
 また，事業の承継には時間がかか

るため，早期準備に向けた経営者の

気づきを促すことが重要であるとと

もに，企業ごとにきめ細やかな対応

が必要であることから，「プランの推

進体制」に掲げた各主体との連携を

密にし，経営者の意識醸成を図ると

ともに，個別企業の課題に合った対

応ができるよう努めてまいります。

６ 【事業承継と創業支援について】 
事業承継支援と創業支援が縦割

りになっていないかが気になると

ころである。例えば，ＵＪＩター

ンの取り組みを，若者だけでなく

中高年の技術や経験のある人材

を，後継者不在企業へのマッチン

グに繋げる取り組みの強化も必要

となる。 
また，市が実施する起業家支援

と後継者不在企業への支援をマッ

チングさせる取り組みも必要があ

ると考えている。 

Ｂ  創業希望者と後継者不在企業との

マッチングにつきましては，現在，

県域で取り組んでおります「とちぎ

地域企業応援ネットワーク」におい

て，創業支援，事業承継支援の各プ

ロジェクトチームが連携し，空き店

舗と出店希望者とのマッチング等を

行うほか，市の創業支援窓口におい

て，「後継者人材バンク」への登録を

募るなど，マッチングの機会創出に

取り組んでいるところです。 
今後は，更なるマッチングの機会

創出に向け，中高年者も含めてＵＪ

Ｉターン起業と連携した支援を行う

とともに，関係機関と連携を図りな

がら，起業家など第三者への事業承

継支援に努めてまいります。 
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№ 意見の概要 区分 意見の対する市の考え方 

７ 【働きやすい労働環境づくりについて】  
６章の政策展開の「働きやすい

労働環境づくりの促進」ついて，

労働条件等の理解促進，労働環境

向上の促進等々には，労働組合が

関わっていかなければならない部

分だと考える。 
７章の「プランの推進体制」に

おいて，「労働組合」もしくは「労

働団体」が関わっていけるように，

各主体に加えてもらいたいと思

う。 

Ｃ  働きやすい労働環境づくりの推進

については，ご指摘のとおり，経営

者の意識改革や取組だけでなく，実

際に働いている労働者の意見も取り

入れることが重要であり，７章の主

体の「中小企業」には，経営者と労

働者，双方を実施主体として含めて

考えております。 
 今後，プランを推進していくにあ

たり，設置を予定しております庁外

組織「（仮称）宇都宮市中小企業振興

推進懇談会」では，構成員として，

中小企業の経営者だけでなく，労働

団体の方の参加を予定しておりま

す。 
 

８ 【戦略事業について】 
施策展開における４つの戦略事

業の視点はすばらしい。事業概要

についてもその通りだと共感でき

る内容が多い。 
問題は，事業目的を達成するた

め，実際に取り組む施策の内容や

有効性が妥当なのかという観点で

あり，結果につながる具体的な取

組を実施願いたい。出来れば，主

な取組について，更に詳細に具体

策が必要不可欠と思われる。 
 

Ｃ  戦略事業の目標を達成するために

は，プランの進行管理において，適

宜，施策・事業の検証を行うことと

しており，検証の際は，実際に事業

の対象となる中小企業や関係団体等

の意見を取り入れながら，その都度，

改善を図ることで，より有効性の高

い事業となるよう取り組んでまいり

ます。 
 

 


